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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両との間で通信可能なサーバ装置と、
前記サーバ装置との間で通信可能であって前記充電池に対する充電を制御する充電制御装
置とを有する充電システムであって、
　前記サーバ装置は、前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動車両における充電
池の残量情報とを前記電動車両から受信する通信部と、前記通信部により受信された前記
移動先を含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアごとに前記移動先を含む前記移
動情報および前記残量情報を集計し、前記所定エリアにおいて前記電動車両の充電池が充
電される時間帯を推定することによって前記所定エリアの需要電力を予測する需要予測部
と、前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、前記所定エリア
ごとの電力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エリアに含まれる充電
制御装置にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えることを要求する充電ス
ケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部とを有し、
　前記充電制御装置は、前記サーバ装置から送出された充電スケジュール変更要求に応じ
て、前記電動車両に備えられた充電池に対する充電動作のスケジュールを変更すること
　を特徴とする充電システム。
【請求項２】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された
充電池に対する充電を制御する充電制御装置との間で通信可能なサーバ装置であって、
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　前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前
記電動車両から受信する通信部と、
　前記通信部により受信された前記移動先を含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エ
リアごとに前記移動先を含む前記移動情報および前記残量情報を集計し、前記所定エリア
ごとに前記電動車両の充電池が充電される時間帯を推定することによって前記所定エリア
ごとの需要電力を予測する需要予測部と、
　前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、前記所定エリアご
との電力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エリアに含まれる充電制
御装置にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えることを要求する充電スケ
ジュール変更要求を送出するスケジュール管理部と
　を有することを特徴とするサーバ装置。
【請求項３】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された
充電池に対する充電を制御する充電制御装置との間で通信可能なサーバ装置のプログラム
であって、
　前記サーバ装置のコンピュータを、
　前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前
記電動車両から受信する通信部、
　前記通信部により受信された前記移動先を含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エ
リアごとに前記移動先を含む前記移動情報および前記残量情報を集計し、前記所定エリア
ごとに前記電動車両の充電池が充電される時間帯を推定することによって前記所定エリア
ごとの需要電力を予測する需要予測部、および
　前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、前記所定エリアご
との電力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エリアに含まれる充電制
御装置にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えることを要求する充電スケ
ジュール変更要求を送出するスケジュール管理部
　として機能させることを特徴とするサーバ装置のプログラム。
【請求項４】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両との間で通信可能なサーバ装置と、
前記サーバ装置との間で通信可能であって前記充電池に対する充電を制御する充電制御装
置とを有する充電システムであって、
　前記サーバ装置は、前記電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報
とを前記電動車両から受信する通信部と、前記通信部により受信された移動情報及び残量
情報に基づいて所定エリアの需要電力を予測する需要予測部と、前記需要予測部により予
測された所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充
電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部とを有し、
　前記充電制御装置は、前記サーバ装置から送出された充電スケジュール変更要求に応じ
て、前記電動車両に備えられた充電池に対する充電動作のスケジュールを変更し、
　前記スケジュール管理部は、前記所定エリアの電力消費量を取得し、取得された電力消
費量と前記需要予測部により予測された当該所定エリアにおける需要電力とを比較して一
致度を算出し、
　前記需要予測部は、前記スケジュール管理部により算出された一致度が所定値よりも低
い場合に、前記移動情報及び残量情報に基づく所定エリアにおける需要電力の予測を再度
行い、
　前記スケジュール管理部は、前記需要予測部より再度行われた予測結果としての需要電
力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送
出すること
　を特徴とする充電システム。
【請求項５】
　前記スケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリアにおける充電スケ
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ジュール変更要求の生成処理を学習することを特徴とする請求項４に記載の充電システム
。
【請求項６】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された
充電池に対する充電を制御する充電制御装置との間で通信可能なサーバ装置であって、
　前記電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前記電動車両か
ら受信する通信部と、
　前記通信部により受信された移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアの需要電力を
予測する需要予測部と、
　前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリアに
含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部と
　を有し、
　前記スケジュール管理部は、前記所定エリアの電力消費量を取得し、取得された電力消
費量と前記需要予測部により予測された当該所定エリアにおける需要電力とを比較して一
致度を算出し、
　前記需要予測部は、前記スケジュール管理部により算出された一致度が所定値よりも低
い場合に、前記移動情報及び残量情報に基づく所定エリアにおける需要電力の予測を再度
行い、　前記スケジュール管理部は、前記需要予測部より再度行われた予測結果としての
需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要
求を送出することを特徴とするサーバ装置。
【請求項７】
　前記スケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリアにおける充電スケ
ジュール変更要求の生成処理を学習することを特徴とする請求項６に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　充電池に蓄積された電力によって駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された
充電池に対する充電を制御する充電制御装置との間で通信可能なサーバ装置のプログラム
であって、
　前記サーバ装置のコンピュータを、
　前記電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前記電動車両か
ら受信する通信部、
　前記通信部により受信された移動情報及び残量情報に基づいて当該移動情報に含まれる
移動先を含む所定エリアの需要電力を予測する需要予測部、および
　前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリアに
含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部
　として機能させ、
　前記スケジュール管理部は、前記所定エリアの電力消費量を取得し、取得された電力消
費量と前記需要予測部により予測された当該所定エリアにおける需要電力とを比較して一
致度を算出し、
　前記需要予測部は、前記スケジュール管理部により算出された一致度が所定値よりも低
い場合に、前記移動情報及び残量情報に基づく所定エリアにおける需要電力の予測を再度
行い、
　前記スケジュール管理部は、前記需要予測部より再度行われた予測結果としての需要電
力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送
出することを特徴とするサーバ装置のプログラム。
【請求項９】
　前記スケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリアにおける充電スケ
ジュール変更要求の生成処理を学習することを特徴とする請求項８に記載のサーバ装置の
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電動車両に対して行う充電動作を管理する充電システム、サーバ装置、及び
、サーバ装置のプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電動車両への充電を効率よく行う充電システムとしては、下記の特許文献１
などが知られている。
【０００３】
　この特許文献１には、住宅内の電力制御装置が、電動車両に電力を供給する場所に電動
車両が到着する前に、電動車両から送信された車載バッテリの充電に関する情報と受信し
、充電情報に基づいて、車載バッテリ等への充電が所定時刻までに完了するように車載バ
ッテリ等への充電開始時刻を決定する、ことが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／００７５７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した特許文献１に記載された技術では、家庭内での電力使用ピークを抑制するもの
である。したがって、この特許文献１に記載された技術では、電力会社が管理しているエ
リア単位で電力需要を抑制するものではなかった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した実情に鑑みて提案されたものであり、所定エリア単位で電
力を管理することができる充電システム、サーバ装置、及び、サーバ装置のプログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様に係る充電システムは、充電池に蓄積された電力によって駆動する
電動車両との間で通信可能なサーバ装置と、前記サーバ装置との間で通信可能であって前
記充電池に対する充電を制御する充電制御装置とを有する充電システムであって、前記サ
ーバ装置は、前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動車両における充電池の残量
情報とを前記電動車両から受信する通信部と、前記通信部により受信された前記移動先を
含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアごとに前記移動先を含む前記移動情報お
よび前記残量情報を集計し、前記所定エリアにおいて前記電動車両の充電池が充電される
時間帯を推定することによって前記所定エリアの需要電力を予測する需要予測部と、前記
需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、前記所定エリアごとの電
力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エリアに含まれる充電制御装置
にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えることを要求する充電スケジュー
ル変更要求を送出するスケジュール管理部とを有し、前記充電制御装置は、前記サーバ装
置から送出された充電スケジュール変更要求に応じて、前記電動車両に備えられた充電池
に対する充電動作のスケジュールを変更することを特徴とするものである。
　本発明の第２の態様に係るサーバ装置は、充電池に蓄積された電力によって駆動する電
動車両、及び、前記電動車両に搭載された充電池に対する充電を制御する充電制御装置と
の間で通信可能なサーバ装置であって、前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動
車両における充電池の残量情報とを前記電動車両から受信する通信部と、前記通信部によ
り受信された前記移動先を含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアごとに前記移
動先を含む前記移動情報および前記残量情報を集計し、前記所定エリアごとに前記電動車
両の充電池が充電される時間帯を推定することによって前記所定エリアごとの需要電力を
予測する需要予測部と、前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づい
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て、前記所定エリアごとの電力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エ
リアに含まれる充電制御装置にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えるこ
とを要求する充電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部とを有することを
特徴とする。
　本発明の第３の態様に係るサーバ装置のプログラムは、充電池に蓄積された電力によっ
て駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された充電池に対する充電を制御する充
電制御装置との間で通信可能なサーバ装置のプログラムであって、前記サーバ装置のコン
ピュータを、前記電動車両の移動先を含む移動情報と当該電動車両における充電池の残量
情報とを前記電動車両から受信する通信部、　前記通信部により受信された前記移動先を
含む移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアごとに前記移動先を含む前記移動情報お
よび前記残量情報を集計し、前記所定エリアごとに前記電動車両の充電池が充電される時
間帯を推定することによって前記所定エリアごとの需要電力を予測する需要予測部、およ
び前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、前記所定エリアご
との電力上限からみて充電スケジュールの変更が必要な前記所定エリアに含まれる充電制
御装置にある時間帯における前記電動車両への充電動作を控えることを要求する充電スケ
ジュール変更要求を送出するスケジュール管理部として機能させることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の第４の態様に係る充電システムは、充電池に蓄積された電力によって駆動する
電動車両との間で通信可能なサーバ装置と、前記サーバ装置との間で通信可能であって前
記充電池に対する充電を制御する充電制御装置とを有する充電システムであって、前記サ
ーバ装置は、前記電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前記
電動車両から受信する通信部と、前記通信部により受信された移動情報及び残量情報に基
づいて所定エリアの需要電力を予測する需要予測部と、前記需要予測部により予測された
所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジ
ュール変更要求を送出するスケジュール管理部とを有し、　前記充電制御装置は、前記サ
ーバ装置から送出された充電スケジュール変更要求に応じて、前記電動車両に備えられた
充電池に対する充電動作のスケジュールを変更し、前記スケジュール管理部は、前記所定
エリアの電力消費量を取得し、取得された電力消費量と前記需要予測部により予測された
当該所定エリアにおける需要電力とを比較して一致度を算出し、前記需要予測部は、前記
スケジュール管理部により算出された一致度が所定値よりも低い場合に、前記移動情報及
び残量情報に基づく所定エリアにおける需要電力の予測を再度行い、　前記スケジュール
管理部は、前記需要予測部より再度行われた予測結果としての需要電力に基づいて、当該
所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送出することを特徴と
する。
【０００９】
　本発明の第５の態様に係る充電システムは、第４の態様に係る充電システムに対し、前
記スケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリアにおける充電スケジュ
ール変更要求の生成処理を学習することを特徴とする。
【００１０】
　本発明の第６の態様に係るサーバ装置は、充電池に蓄積された電力によって駆動する電
動車両、及び、前記電動車両に搭載された充電池に対する充電を制御する充電制御装置と
の間で通信可能なサーバ装置であって、前記電動車両の移動情報と当該電動車両における
充電池の残量情報とを前記電動車両から受信する通信部と、前記通信部により受信された
移動情報及び残量情報に基づいて所定エリアの需要電力を予測する需要予測部と、前記需
要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる
充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部とを有し、前記
スケジュール管理部は、前記所定エリアの電力消費量を取得し、取得された電力消費量と
前記需要予測部により予測された当該所定エリアにおける需要電力とを比較して一致度を
算出し、前記需要予測部は、前記スケジュール管理部により算出された一致度が所定値よ
りも低い場合に、前記移動情報及び残量情報に基づく所定エリアにおける需要電力の予測
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を再度行い、前記スケジュール管理部は、前記需要予測部より再度行われた予測結果とし
ての需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変
更要求を送出することを特徴とする。
　本発明の第７の態様に係るサーバ装置は、第６の態様に係るサーバ装置に対し、前記ス
ケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリアにおける充電スケジュール
変更要求の生成処理を学習することを特徴とする
【００１１】
　本発明の第８の態様に係るサーバ装置のプログラムは、充電池に蓄積された電力によっ
て駆動する電動車両、及び、前記電動車両に搭載された充電池に対する充電を制御する充
電制御装置との間で通信可能なサーバ装置のプログラムであって、前記サーバ装置のコン
ピュータを、前記電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを前記
電動車両から受信する通信部、前記通信部により受信された移動情報及び残量情報に基づ
いて当該移動情報に含まれる移動先を含む所定エリアの需要電力を予測する需要予測部、
および前記需要予測部により予測された所定エリアの需要電力に基づいて、当該所定エリ
アに含まれる充電制御装置に充電スケジュール変更要求を送出するスケジュール管理部と
して機能させ、前記スケジュール管理部は、前記所定エリアの電力消費量を取得し、取得
された電力消費量と前記需要予測部により予測された当該所定エリアにおける需要電力と
を比較して一致度を算出し、前記需要予測部は、前記スケジュール管理部により算出され
た一致度が所定値よりも低い場合に、前記移動情報及び残量情報に基づく所定エリアにお
ける需要電力の予測を再度行い、前記スケジュール管理部は、前記需要予測部より再度行
われた予測結果としての需要電力に基づいて、当該所定エリアに含まれる充電制御装置に
充電スケジュール変更要求を送出することを特徴とする。
　本発明の第９の態様に係るサーバ装置のプログラムは、第８の態様に係るサーバ装置の
プログラムに対し、前記スケジュール管理部は、前記一致度に基づいて、前記所定エリア
における充電スケジュール変更要求の生成処理を学習することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、電動車両から送信する情報に充電池の残量を含めるので、サーバ装置
によって所定エリアにおける電力需要を予測でき、所定エリア単位で電力を管理すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態として示す充電システムのブロック図である。
【図２】本発明の実施形態として示す充電システムの他のブロック図である。
【図３】本発明の実施形態として示す充電システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
　本発明の実施形態として示す充電システムは、例えば図１に示すように構成されている
。この充電システムは、電動車両（電気自動車）に対する電力の充電を管理するものであ
る。この充電システムにおいて、電動車両は、充電池、充電池に充電を行う充電装置、充
電池に蓄積された電力を動力に変換する動力変換装置等を備える。この電動車両は、当該
動力によって駆動機構を動作させて、走行する。
【００１６】
　充電システムは、複数の車載装置１ａ，１ｂ・・・と、サーバ装置としてのセンタサー
バ２と、電力会社サーバ３と、宅内システム４ａ，４ｂ・・・とを含む。以下、車載装置
を総称する場合には単に「車載装置１」と呼ぶ。また、宅内システムを総称する場合には
単に「宅内システム４」と呼ぶ。例えば、車載装置１ａ及び宅内システム４ａのユーザが
Ａさんであり、車載装置１ｂ及び宅内システム４ｂのユーザがＢさんというように、ユー
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ザが電動車両を利用して住宅に帰ることを想定している。
【００１７】
　この充電システムにおいて、宅内システム４は、住宅ごとに設けられる。宅内システム
４は、電力会社が管理する所定の電力管理エリアに属する。この所定の電力管理エリアは
、電力会社が電力需要上限を管理する範囲である。宅内システム４は、後述するように、
自身が属する電力管理エリアの電力需要に応じて、自身が属する電力管理エリアの上限を
超えないように消費電力を調整するよう要求される。
【００１８】
　宅内システム４は、センタサーバ２と通信可能となっている。また、宅内システム４は
、センタサーバ２を介して車載装置１との間で通信が可能となっている。宅内システム４
は、住宅内における電力の使用状況を監視する動作や、電力の使用状況を制御する動作を
行う。
【００１９】
　宅内システム４は、ブロードバンドルータ４１、コントローラ４２、コントロールパネ
ル４３、及び、電気自動車用の充電スタンド４４を有する。
【００２０】
　ブロードバンドルータ４１は、センタサーバ２との間で通信を行う。
【００２１】
　コントロールパネル４３は、例えばタッチパネル等からなる。コントロールパネル４３
は、ユーザに各種情報を提示する表示インタフェースや、ユーザの操作を受け付ける操作
インタフェースを有している。このコントロールパネル４３は、ドアホン等にも接続され
、各種の表示、操作が可能である。
【００２２】
　特に、このコントロールパネル４３は、車載装置１を介してセンタサーバ２から受信し
た所謂「帰る通知」を表示させる。この帰る通知は、車載装置１を搭載した電動車両から
送信された移動情報及び残量情報を含み、以降の時間において電動車両に乗って帰宅する
ことを表す。また、コントロールパネル４３は、センタサーバ２から送信された充電スタ
ンド４４の充電スケジュール変更要求を表示させる。
【００２３】
　コントローラ４２は、コントロールパネル４３及び充電スタンド４４の動作を制御する
。コントローラ４２は、コントロールパネル４３の表示インタフェースに対して各種情報
を表示させる。また、コントローラ４２は、コントロールパネル４３の操作インタフェー
スからの操作指示に応じて、宅内における各種電気機器を制御する。
【００２４】
　特に、コントローラ４２は、センタサーバ２からの要求に応じて充電スタンド４４の充
電スケジュール変更要求をコントロールパネル４３に表示させる。その後、コントローラ
４２は、充電スタンド４４の充電スケジュール変更要求を受け付ける操作がされたことに
応じて、充電スタンド４４の充電スケジュールを変更する。
【００２５】
　このようなコントローラ４２は、ブロードバンドルータ４１等を介してサーバ装置とし
てのセンタサーバ２との間で通信可能である。充電スタンド４４は、電動車両に搭載され
た充電池に対する充電を制御する充電制御装置として機能する。
【００２６】
　充電スタンド４４は、電動車両に備えられた充電池の充電時に、車載装置１が搭載され
た電動車両が接続される。充電スタンド４４は、予め設定された充電スケジュールに従っ
て、又は、ユーザの操作に従って、電動車両に対する充電を開始する。充電スタンド４４
は、コントローラ４２から供給された制御信号や、図示しない操作インタフェースに対す
るユーザの操作に応じて、電動車両に対する充電を行う。
【００２７】
　特に、充電スタンド４４は、コントローラ４２から供給された制御信号に応じて、電動



(8) JP 5873986 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

車両に対する充電スケジュールが設定される。この充電スケジュールは、例えば、充電開
始時刻、全充電量、単位時間当たりの充電量、充電時間、充電終了時刻等が設定される。
充電スタンド４４は、充電スケジュールが設定された場合、当該充電スケジュールに従っ
て、自動的に電動車両に対する充電を行う。
【００２８】
　また、充電スタンド４４は、コントローラ４２から供給された制御信号に従って、充電
スケジュールの変更を行う。充電スタンド４４は、充電スケジュールを変更する。具体的
には、所定の電力管理エリアにおける電力需要のピークを低減するような充電スケジュー
ルの変更要求が供給される。この要求に応じ、充電スタンド４４は、当該充電スケジュー
ルの変更要求に応じて、充電開始時刻、全充電量、単位時間当たりの充電量、充電時間、
充電終了時刻等を変更する。
【００２９】
　車載装置１は、図２に示すように、ＧＰＳ処理部１１、ナビゲーション機能部１２、通
信部１３を有する。
【００３０】
　通信部１３は、無線通信回路等を有し、無線通信によってインターネットを介してセン
タサーバ２と通信を行う。通信部１３は、電動車両の移動情報と当該電動車両における充
電池の残量情報とを含む帰る通知をセンタサーバ２に送信する。電動車両の移動情報は、
移動中や停止中であることを示す移動状態、移動先等を含む。
【００３１】
　ＧＰＳ処理部１１は、ＧＰＳ衛星と通信を行って、自己の現在位置を取得する。
【００３２】
　ナビゲーション機能部１２は、ＧＰＳ処理部１１により取得された現在位置、地図デー
タ、及び、設定された目的地等に基づいて、現在位置から目的地までの推奨経路を演算す
る。ナビゲーション機能部１２は、演算された推奨経路及び現在位置に従って、電動車両
の進行方向を案内する表示動作及び音声出力動作を行う。
【００３３】
　ナビゲーション機能部１２は、電動車両のユーザの操作を受け付けて、帰る通知を送信
する。このとき、ナビゲーション機能部１２は、電動車両の移動先としての自宅と、当該
電動車両における充電池の残量情報とを含む移動情報を生成する。また、ナビゲーション
機能部１２は、帰る通知に、電動車両の現在位置、現在位置から自宅までの距離、自宅へ
の到着予想時間を含めてもよい。
【００３４】
　なお、電動車両からセンタサーバ２に対して移動情報や残量情報を送信する手法として
は、ナビゲーション機能部１２に限らず、携帯電話やパーソナルコンピュータ等の通信手
段を利用してもよいことは勿論である。
【００３５】
　電力会社サーバ３は、センタサーバ２との間でインターネットを介した通信が可能とな
っている。電力会社サーバ３は、宅内システム４に電力を供給する電力会社によって、そ
の動作が制御される。電力会社サーバ３は、エリア電力管理部３１と、通信部３２とを有
する。
【００３６】
　通信部３２は、センタサーバ２との間でインターネットを介して通信を行う。
【００３７】
　エリア電力管理部３１は、所定の電力管理エリアにおける上限電力を取得する。また、
エリア電力管理部３１は、所定の電力管理エリアの使用可能電力のうち、電動車両に使用
可能な上限電力を取得してもよい。電力会社サーバ３は、例えば各電力管理エリアに対し
て送電を行う送電システム５Ａ，・・・，５Ｎと接続されている。例えば送電システム５
Ａは、電力管理エリアＡに含まれる複数の住宅の宅内システム４Ａに対して電力供給を行
っている。電力会社サーバ３は、各送電システム５から電力管理エリアに供給している供
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給電力を取得する。エリア電力管理部３１は、所定の電力管理エリアに含まれる宅内シス
テム４と通信するセンタサーバ２に対して、当該電力管理エリアの上限電力を供給する。
エリア電力管理部３１は、例えば１時間単位や３０分単位といったように、所定時間毎に
各電力管理エリアの上限電力をセンタサーバ２に送信する。
【００３８】
　センタサーバ２は、需要予測部２１、充電スケジュール管理部２２、通信部２３を有す
る。センタサーバ２は、記憶部や通信Ｉ／Ｆ回路、ＣＰＵ及びプログラムを含むコンピュ
ータであり、ＣＰＵがプログラムを実行する。これにより、センタサーバ２のプログラム
は、後述するように充電スケジュールの変更要求をする手順を実行させる。
【００３９】
　通信部２３は、車載装置１、電力会社サーバ３及び宅内システム４との間で通信を行う
。通信部２３は、車載装置１から送信された帰る通知としての移動情報を受信する。これ
によりセンタサーバ２は、電動車両の移動情報と、電動車両における充電池の残量情報を
取得する。通信部２３は、電力会社サーバ３から各電力管理エリアの電力上限通知を取得
する。
【００４０】
　需要予測部２１は、電動車両の移動情報と当該電動車両における充電池の残量情報とを
含む移動情報に基づいて当該移動情報に含まれる移動先を含む所定の電力管理エリアの需
要電力を予測する。需要予測部２１は、複数の車載装置１から移動情報を電力管理エリア
ごとに集計し、当該電力管理エリアにおいて電動車両の充電池が充電される時間帯を推定
する。需要予測部２１は、例えば１時間ごとといった所定の時間間隔ごとに電力管理エリ
アの需要電力を予測する。
【００４１】
　充電スケジュール管理部２２は、需要予測部２１により予測された電力管理エリアごと
の需要電力に基づいて、当該電力管理エリアに含まれる充電スタンド４４に充電スケジュ
ール変更要求を送出する。このとき、充電スケジュール管理部２２は、各電力管理エリア
について電力会社サーバ３から送信された電力上限通知と需要予測部２１により予測され
た需要電力とを比較する。充電スケジュール管理部２２は、電力上限通知と、予測された
電力需要との比較結果に基づいて充電スケジュールの変更要求を生成する。例えば、予測
された需要電力が上限電力の８０％に達した場合、当該時間帯においては電動車両への充
電動作を控える充電スケジュールの変更要求を生成する。充電スケジュール管理部２２は
、充電スケジュールの変更要求を生成した場合、当該充電スケジュールの変更要求を、宅
内システム４に送信する。
【００４２】
　宅内システム４は、充電スケジュールの変更要求を受信すると、充電スタンド４４によ
って、充電スケジュールの変更要求に応じて、電動車両に備えられた充電池に対する充電
動作のスケジュールを変更する。このとき、宅内システム４は、コントローラ４２によっ
て充電スケジュール変更要求をコントロールパネル４３に表示させる。コントローラ４２
は、コントロールパネル４３に対する変更要求の受入操作を検出した場合に、充電スタン
ド４４に充電スケジュール変更要求を送信する。この要求に応じて、充電スタンド４４は
、例えば、充電開始時刻、単位時間当たりの充電量、充電時間等を変更する。
【００４３】
　なお、本実施形態では、需要予測及び充電スケジュール管理をセンタサーバ２によって
行ったが、当該処理を電力会社サーバ３によって行ってもよく、更に他のサーバによって
行ってもよい。
【００４４】
　つぎに、上述したように構成された充電システムにおける動作について、図３を参照し
て説明する。
【００４５】
　この充電システムは、電力会社サーバ３からセンタサーバ２に対して、当該センタサー



(10) JP 5873986 B2 2016.3.1

10

20

30

40

50

バ２が通信可能な宅内システム４が属する電力管理エリアの電力上限通知Ｓ１が供給され
る。この電力上限通知Ｓ１は、所定時間毎にセンタサーバ２に送信される。
【００４６】
　ユーザが自宅に帰るときに車載装置１が操作されると（ステップＳＴ１）、車載装置１
は、帰る通知Ｓ２をセンタサーバ２に送信する。この帰る通知Ｓ２には、移動情報、充電
池の残量情報等が含まれる。その後、車載装置１は、電動車両が移動するごと又は所定時
間ごとに、移動情報Ｓ３を送信する。
【００４７】
　センタサーバ２は、帰る通知Ｓ２を受信すると、当該帰る通知Ｓ２を、電動車両に対応
した宅内システム４に送信する。このとき、センタサーバ２は、帰る通知Ｓ２に含まれた
ＩＤ情報に対応して予め登録しておいた宅内システム４のアドレスに対して帰る通知Ｓ２
を送信する。
【００４８】
　宅内システム４は、帰る通知Ｓ２を受信すると、コントロールパネル４３に、電動車両
の位置、帰宅予想時刻等を表示する。
【００４９】
　センタサーバ２は、帰る通知Ｓ２及び当該帰る通知Ｓ２後に送信された移動情報Ｓ３に
基づいて、各宅内システム４における充電スタンド４４の充電スケジュールを作成する。
このとき、センタサーバ２は、電動車両の帰宅時刻に基づく充電開始時刻、残量情報に基
づく充電量に従って、各宅内システム４の充電スケジュールを作成する（ステップＳＴ２
）。センタサーバ２により作成された充電スケジュールＳ４は、各宅内システム４に送信
される。
【００５０】
　宅内システム４は、充電スケジュールＳ４を受信すると、当該充電スケジュールをコン
トロールパネル４３に表示させ、充電スタンド４４に、当該充電スケジュールを設定する
。これにより、充電スタンド４４は、充電スケジュールで特定された充電開始時刻から充
電を開始するよう予約される。充電スケジュールの設定以降、宅内システム４は、充電ス
タンド４４の充電実績を取得し、所定時間毎に充電実績通知Ｓ５をセンタサーバ２に送信
する。
【００５１】
　センタサーバ２は、電力会社サーバ３から電力上限通知Ｓ１、車載装置１からの帰る通
知Ｓ２及び移動情報Ｓ３、及び、宅内システム４から充電実績通知Ｓ５を受信している。
センタサーバ２は、需要予測部２１によって、帰る通知Ｓ２及び移動情報Ｓ３に基づいて
各電力管理エリアの需要予測を行っている。センタサーバ２は、需要予測によって得られ
た各電力管理エリアの電力需要が、当該電力管理エリアの電力上限からみて充電スケジュ
ールの変更が必要かを判断する（ステップＳＴ４）。
【００５２】
　このとき、センタサーバ２は、充電スケジュール管理部２２によって、電力管理エリア
の電力消費量を電力会社サーバ３を介して取得する。センタサーバ２は、取得された電力
消費量と需要予測部２１により予測された当該電力管理エリアにおける需要電力とを比較
して一致度を算出する。例えば、電動車両の帰宅時刻が渋滞やユーザの都合によって変動
する場合がある。この場合、帰る通知Ｓ２に含まれる残量情報及び移動情報に基づいて宅
内システム４において充電されるという電力需要の予測がずれる。
【００５３】
　このため、需要予測部２１は、充電スケジュール管理部２２により評価された一致度が
所定値よりも低い場合に、帰る通知Ｓ２及び移動情報Ｓ３に基づく電力管理エリアにおけ
る需要電力の予測を再度行う。そして、充電スケジュール管理部２２は、需要予測部２１
より再度行われた予測結果としての需要電力に基づいて、当該電力管理エリアに含まれる
充電スタンド４４に充電スケジュール変更要求を送出する。この充電スケジュール変更要
求は、充電スケジュール通知Ｓ６として宅内システム４に送信される。
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【００５４】
　また、宅内システム４は、充電スケジュール管理部２２によって、一致度に基づいて、
電力管理エリアにおける充電スケジュール変更要求の生成処理を学習することが望ましい
。例えば、帰宅時間が遅くなるユーザの場合には、充電スケジュールを遅くシフトさせる
。また、電力管理エリアによっては交通量が多く渋滞が発生しやすい場合、当該電力管理
エリアでは、充電開始時刻が遅くなる。したがって、充電スケジュール管理部２２は、電
力管理エリアによって充電パターンを学習し、帰宅時間を調整できる。更に、センタサー
バ２は、電力管理エリアにおける電力需要予測のために、遠出をする電動車両を登録して
おくことが望ましい。この充電スケジュール生成処理の学習により、精度を高めた充電ス
ケジュールを立案することができる。
【００５５】
　これにより、充電スケジュール管理部２２は、各電力管理エリアの電力需要のピークを
抑制又はシフト（移動）するよう、各宅内システム４の充電開始時刻、単位時間当たりの
充電量、充電時間等を変更する。
【００５６】
　宅内システム４は、充電スケジュール通知Ｓ６を受信すると、コントロールパネル４３
に対して表示又は放音等をすることによって、アラーム通知する。また、宅内システム４
は、ステップＳＴ３にて設定した充電スケジュールを変更する（ステップＳＴ６）。
【００５７】
　その後、宅内システム４は、充電開始時刻となったと判定した場合（ステップＳＴ７）
、充電スタンド４４に対して制御信号Ｓ７を供給する。この制御信号Ｓ７に応じて、充電
スタンド４４は、充電を開始する（ステップＳＴ８）。充電スタンド４４が充電を開始し
たことに応じ、宅内システム４は、センタサーバ２に対して充電実績通知Ｓ８を供給する
。
【００５８】
　センタサーバ２は、宅内システム４から充電実績通知Ｓ８を受信すると、当該充電実績
を記憶する（ステップＳＴ９）。
【００５９】
　以上のように、この充電システムによれば、車載装置１から送信される帰る通知に充電
池の残量を含める。これにより、センタサーバ２は、電動車両が宅内システム４にて充電
を行うことによる電力需要を予測し、電力管理エリアごとに電動車両の充電に要する電力
需要を予測できる。これにより、この充電システムによれば、当該電力管理エリアの電力
上限に対して電力管理エリアの電力需要を抑制する充電スケジュールの変更要求を宅内シ
ステム４に送信できる。例えば、宅内システム４のユーザに、電動車両に対する充電を行
う時間帯をずらす等の通知ができる。これにより、この充電システムは、電動車両の帰宅
時間帯に一斉に電動車両が充電されることを回避できる。
【００６０】
　また、この充電システムによれば、実際の電力管理エリアにおける電力消費量が、需要
予測部２１により予測された需要電力と一致していない場合には、当該電力管理エリアの
電力需要を再予測できる。そして、需要予測部２１より再度行われた予測結果としての需
要電力に基づいて、当該電力管理エリアに含まれる充電スタンド４４に充電スケジュール
変更要求を送出することができる。したがって、この充電システムによれば、需要予測部
２１による需要予測が妥当ではなく充電スケジュールの変更が必要な場合には、宅内シス
テム４に対して充電スケジュールを更新するよう調整できる。
【００６１】
　更に、この充電システムによれば、実際の電力管理エリアにおける電力消費量が、需要
予測部２１により予測された需要電力と一致度に基づいて、電力管理エリアにおける充電
スケジュール変更要求の生成処理を学習する。これにより、この充電システムによれば、
充電スケジュールの精度を高めることができる。
【００６２】
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　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施形態
に限定されることはなく、この実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸
脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。
【００６３】
　例えば、上述した充電システムは、センタサーバ２から宅内システム４に充電スケジュ
ールの変更要求を送信することによって、ユーザが帰宅したにもかかわらず、電動車両の
充電池への充電動作を妨げるものである。したがって、この充電システムは、宅内システ
ム４からセンタサーバ２に充電実績通知を送信したことによって、当該充電実績通知に基
づいて、宅内システム４に対して特典を提供するビジネス形態を支援することができる。
この宅内システム４に対する特典とは、例えば、電気料金の割引等の情報が挙げられる。
センタサーバ２は、宅内システム４の充電実績通知によって、宅内システム４よる充電動
作が、充電スケジュールの変更要求によって変更されたことを判定する。この場合、セン
タサーバ２は、その旨の情報と宅内システム４のＩＤを電力会社サーバ３に供給する。こ
れにより、電力会社サーバ３は、宅内システム４のＩＤに係る電気料金を割り引いて、宅
内システム４のＩＤに対応した住宅に対する電気料金を請求できる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　車載装置
　２　センタサーバ（サーバ装置）
　１２　ナビゲーション機能部
　２１　需要予測部
　２２　充電スケジュール管理部（スケジュール管理部）
　３１　エリア電力管理部
　４２　コントローラ（充電制御装置）

【図１】 【図２】
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